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国
民
年
金
保
険
料
の
「
免
除

制
度
」

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
に

申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、
保
険

料
の
免
除
や
若
年
者
納
付
猶
予
を

受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

７
月
か
ら
平
成
27
年
度
分
（
平

成
27
年
７
月
～
平
成
28
年
６
月
）

の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
免
除
制
度
に
よ
る

申
請
は
、
申
請
日
か
ら
２
年
１
カ

月
遡
っ
た
月
分
ま
で
可
能
で
す
。

▼
窓
口
＝
各
庁
舎
の
総
合
窓
口

課
・
各
支
所　

▼
持
ち
物
＝
①
年

金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
の

わ
か
る
も
の
、
②
印
か
ん
、
③
退

職
さ
れ
た
方
は
、
失
業
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の

証
明
の
写
し
（
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
、
離
職
票
な
ど
）

■
問
合
せ
＝
佐
野
総
合
窓
口
課

☎
（２０）
３
０
１
９

就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
・
巡
回

相
談
会

▼
日
時
＝
７
月
23
日
、
８
月
27

日
、
９
月
24
日
の
各
木
曜
日
（
就

職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
）
午
前
10
時
30

分
～
正
午
、（
巡
回
相
談
会
）
午

後
１
時
～
４
時　

▼
会
場
＝
足
利

庁
舎　

■
申
込
＝
実
施
日
の
前
日

５
時
ま
で
に
、
足
利
労
政
事
務
所

☎
０
２
８
４
（４１）
１
２
４
１

働
き
た
い
マ
マ
の
再
就
職
準

備
セ
ミ
ナ
ー

　

応
募
用
紙
の
書
き
方
、
面
接
の

受
け
方
、
就
活
メ
イ
ク
を
楽
し
く

学
び
ま
し
ょ
う
。

▼
日
時
＝
７
月
22
日
（水）
午
前
10
時

～
正
午

▼
会
場
＝
男
女
共
同
参
画
推
進
セ

ン
タ
ー
（
パ
レ
ッ
ト
プ
ラ
ザ
さ
の
）

▼
対
象
＝
子
育
て
中
の
女
性

▼
講
師
＝
足
利
公
共
職
業
安
定
所

就
職
支
援
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー

▼
定
員
＝
先
着
20
人
（
無
料
）

■
申
込
＝
人
権
・
男
女
共
同
参
画

課
☎
（２７）
２
３
５
４

※
託
児
サ
ー
ビ
ス
（
６
カ
月
以
上

就
学
前
）あ
り（
７
月
14
日
（火）
ま
で

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
）

子
ど
も
人
権
相
談
所

　

人
権
擁
護
委
員
（
子
ど
も
人
権

委
員
）
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
日
時
＝
７
月
16
日
（木）
午
後
１
時

30
分
～
４
時
（
受
付
３
時
ま
で
）

▼
会
場
＝
男
女
共
同
参
画
推
進
セ

ン
タ
ー　

■
問
合
せ
＝
人
権
・
男

女
共
同
参
画
課
☎
（２７）
２
３
５
４

田沼町の土地を一般競争入札による売却を行います 

■

問合せ＝市民病院管理課☎（２０）３８１３

●売却スケジュール　

▲

申込および入札保証金納付期間＝７月６日（月）午前９時～１７日（金）午後５時

▲

入札日＝７月２３日（木）午前１０時から（受付は午前９時～９時５０分）

▲

入札会場＝東仮庁舎議会棟１階・議場

▲

入札予定物件＝【所在】田沼町１３５８番６、【地目】宅地（女子寮跡地）、【地積（実測）】５９２．７９㎡（約１７９坪）

　【最低売却価格】１２，８６４千円、【現地説明会】７月１４日（火）午前９時～１０時

▲

申込＝所定の様式により、直接または郵送（簡易書留で申込締切日の消印有効）で、市民病院管理課（東仮庁

舎事務棟２階）へ　郵送先：〒３２７－８５０１（住所不要）市民病院管理課宛

※入札保証金納付期間中に指定口座に入札保証金をお振り込みください

●随時売払いを行っている物件もあります。こちらは先着順です

▲

随時物件＝【所在】栃本町１８３６番３、【地目】宅地（医師住宅跡地）、【地積（実測）】６６６．７４㎡（約２０２坪）

　【売却価格】１２，９００千円

※詳しくは市民病院管理課のページをご覧ください。http://www.city.sano.lg.jp/kakuka/byouinkanri.html

第
39
回
た
ぬ
ま
ふ
る
さ
と
祭

り
・
交
通
規
制
を
実
施

　

今
年
も
歩
行
者
天
国
と
し
て
昨

年
と
同
じ
会
場
で
開
催
し
ま
す
。

　

当
日
は
交
通
規
制
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
８
月
２
日
（日）
午
前
10
時

～
午
後
８
時
30
分
（
交
通
規
制
は

午
前
８
時
～
午
後
10
時
）

▼
会
場
＝
左
図

※
●
は
主
な
駐
車
場（
予
定
）、
×

区
間
は
通
行
止
め

●
当
日
は
水
合
戦
を
開
催
し
ま

す
。
お
申
し
込
み
な
ど
、
詳
細
は

あ
そ
商
工
会
青
年
部
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
（http://

aso-seinenbu.jim
do.com

/
）

■
問
合
せ
＝
同
祭
り
実
行
委
員
会

（
同
商
工
会
内
）
☎
（６２）
３
６
５
５

N

田沼駅

東
武
佐
野
線

至 

足
利

田沼総合運動場佐野市役所田沼庁舎
お申込み

会場

田沼庁舎

× ×

至 栃木

佐野市民病院佐野市民病院佐野市民病院

佐野市民病院田沼中央公園
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

佐野市の施策「都市ブランド」　
佐野市の「都市ブランド力」を高めるため、シティプロモーションを進めます
●シティプロモーションとは？

　交流人口や定住人口の拡大を図るため、まちの魅力を発掘・創出し、効果的に発信することです。

●なぜシティプロモーションが必要？

　全国的に少子高齢化が進んでいますが、佐野市も例外ではありません。年々人口は減少しており、

将来的な活力低下が懸念されます。また、人口獲得に向けた都市間競争も激しさを増しています。

　この状況において、シティプロモーションの推進は非常に重要です。市の魅力を全国に効果的に発

信し、都市としてのブランド力を高め、交流・定住人口の増加を図っていく必要があります。

●さのまるを活用したシティプロモーション

　さのまるは「ゆるキャラ®グランプリ２０１３」で優勝して以来、全国的にも知名

度を上げ、今や市を代表する存在になっています。そこで市ではシティプロモーショ

ンを進めていくにあたり、さのまるを市の「一体感」、市民の「郷土愛」のシンボルとし

て位置づけ、「さのまるを活用したシティプロモーション」を積極的に推進していき

ます。　　　　　　　　　　　　　

■

問合せ＝都市ブランド推進室☎（２０）３０４７

ごみ焼却処理施設の排出ガスの測定値を公表します 

■

問合せ＝クリーン推進課☎（２２）２６５４

　今回の結果は、国の規制値はもとより、施設管理値を十分満たす結果となっています。

●みかもクリーンセンターの排出ガスの測定値　１月２３日（金）～２４日（土）全項目測定

項　目 単　位 １号炉 ２号炉 施設管理値 国の規制値、指針値など

ばいじん ｇ／Ｎ㎥ ０.００１未満 ０.００１未満 ０.０１以下 ０.０８以下

硫黄酸化物 ｐｐｍ ０．8 ０．７未満 ３０以下 １,２６０以下

塩化水素 ｐｐｍ ８．８ ４．９ ４３以下 ４３０以下

窒素酸化物 ｐｐｍ ３３ ３７ ５０以下 ２５０以下

一酸化炭素 ｐｐｍ ２ １ ３０以下
法令１００以下

ガイドライン３０以下

ダイオキシン類 ｎｇ-ＴＥＱ／Ｎ㎥ ０．００００００１５ ０.００００５２ ０.０５以下
法令１以下

ガイドライン０.１以下

●葛生清掃センターの排出ガスの測定値　

　測定日：２月１３日（金）ばいじん、硫黄酸化物、塩化水素、窒素酸化物測定

　常時測定：一酸化炭素（表の値は平成２６年１０月～平成２７年３月の月平均の最低値と最高値）

　平成２６年１０月２３日（木）・１２月２５日（木）ダイオキシン類測定

項　目 単　位 １号炉 ２号炉 施設管理値 国の規制値、指針値など

ばいじん ｇ／Ｎ㎥ ０.００７未満　 ０.００７未満 ０.０５以下 ０.２５以下

硫黄酸化物 ｐｐｍ ２０．０ ７．４ ６０以下 ２,７９０以下

塩化水素 ｐｐｍ ４７ １７ ３００以下 ４３０以下

窒素酸化物 ｐｐｍ １２０ １３０ ２００以下 ２５０以下

一酸化炭素 ｐｐｍ ７～９ ３～４ －
法令１００以下

ガイドライン５０以下

ダイオキシン類 ｎｇ-ＴＥＱ／Ｎ㎥ ０.６５ ０.５６ －
法令１０以下

ガイドライン１以下

●みかもクリーンセンター佐野市運営協議会

　ごみ焼却処理施設の安心で安全な運営を確認することを目的に平成１９年に設置された組織です。協議会

は地元３町会（町谷・関川・黒袴町会）の代表者１８名と市民生活部長の１９名で構成され、年２回（５月・

１１月）、施設運営の安全、安心について協議しています。市民の皆さんから排出されたごみは、ゴミ焼却処

理施設周辺の町会の皆さんのご理解に支えられ、適切に処理されています。




